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みやまｉｎｆｏ
制度や行事の情報発信

愛犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに
問 環境衛生課 環境衛生係 （℡64-1521）

犬
の
飼
い
主
は
、
飼
い
主
の
登
録
と
鑑

札
の
装
着
、
年
に
1
度
の
狂
犬
病
予
防
注

射
の
接
種
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

死
亡
や
転
居
な
ど
で
登
録
に
変
更
が

あ
る
場
合
は
、
環
境
衛
生
課
ま
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

■
動
物
病
院
で
も

予
防
注
射
が
で
き
ま
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

の
観
点
か
ら
、
病
院
へ
事
前
予
約
の
う

え
、
で
き
る
だ
け
病
院
で
の
個
別
接
種

を
お
願
い
し
ま
す
。

接
種
後
は
、
病
院
で
交
付
さ
れ
る
証
明

書
を
環
境
衛
生
課
に
持
参
し
、「
注
射
済
票
」

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
交
付
手
数

料
は
5
5
0
円
で
す
。

■
狂
犬
病
集
団
予
防
注
射
の
日
程

▽
山
川
市
民
セ
ン
タ
ー

4
月
19
日
㈪

午
前
9
時
15
分
～
11
時
15
分

▽
み
や
ま
市
役
所 

高
田
支
所 

西
側
駐
車
場

4
月
20
日
㈫

午
前
9
時
15
分
～
11
時
15
分

▽
み
や
ま
市
役
所 

別
館
前
駐
車
場

4
月
21
日
㈬

午
後
1
時
30
分
～
4
時
15
分

※
ど
の
会
場
で
も
接
種
で
き
ま
す（
雨
天

決
行
）。

※
必
ず
実
施
時
間
中
に
来
場
く
だ
さ
い
。

注
射
開
始
時
刻
は
人
が
集
中
す
る
傾
向

に
あ
る
た
め
、
注
射
開
始
直
後
の
来
場

や
複
数
人
で
の
来
場
は
で
き
る
だ
け
避

国民年金付加保険料の納付のご案内
問 大牟田年金事務所（℡52-5294）、健康づくり課 国保年金係（℡64-1529）

第
１
号
被
保
険
者
な
ら
び
に
任
意
加
入
被
保
険
者（
65
歳
未

満
の
人
）は
、
定
額
保
険
料
に
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納

め
る
こ
と
で
、
受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
付
加
保
険
料
の
月
額　
４
０
０
円

※
令
和
３
年
度
の
定
額
保
険
料
は
、月
額
１
６
６
１
０
円
で
す
。

■
付
加
年
金
額

付
加
年
金
額（
年
額
）は「
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月

数
」で
計
算
し
ま
す
。
2
年
以
上
受
給
す
る
と
、
支
払
っ
た
付

加
保
険
料
以
上
の
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■変更される内容

４月から重度障がい者医療費支給制度が変わります
問 健康づくり課 医療係 （℡64-1527）

重
度
障
が
い
者
医
療
費
支
給
制
度
は
、
重
度
障
が
い
者
に
か
か
る
医
療
費
の
一

部
を
助
成
し
、
保
健
の
向
上
と
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で

す
。
令
和
３
年
４
月
診
療
分
よ
り
、
次
の
と
お
り
制
度
の
拡
充
を
行
い
ま
す
。

※
す
で
に
受
給
中
で
、
制
度
改
正
に
よ
る
手
続
き
が
必
要
な
人
に
は
、
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。

け
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
手
数
料

▽
す
で
に
登
録
し
て
い
る
犬

1
頭
に
つ
き
３
１
５
０
円

（
予
防
注
射
の
手
数
料
+

注
射
済
票
交
付
手
数
料
）

※
登
録
が
済
ん
で
い
な
い
犬
は
、
別
途
登

録
手
数
料
３
０
０
０
円
が
か
か
り
ま
す
。

■
注
意
事
項

①
注
射
の
と
き
に
、
愛
犬
が
動
か
な
い

よ
う
に
押
さ
え
ら
れ
る
人
が
連
れ
て
き

て
く
だ
さ
い
。

※
首
輪
を
し
、
咬
み
ク
セ
が
あ
る
場
合

は
口
輪
を
付
け
て
き
て
く
だ
さ
い
。

②
当
日
の
体
調
に
よ
り
注
射
で
き
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。

③
当
日
は
、
リ
ー
ド
を
短
く
持
っ
て
、
ケ

ン
カ
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て
く

だ
さ
い
。

④
注
射
会
場
で
、
フ
ン
を
し
た
場
合
は
、

飼
い
主
が
責
任
を
持
っ
て
処
理
し
て
く
だ

さ
い
。

⑤
登
録
済
み
の
犬
に
つ
い
て
は
、
飼
い
主

へ
市
か
ら
案
内
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
忘
れ
ず
に
ハ
ガ
キ
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

変更前（～３月 31日） 変更後（4月 1日～）

自己
負担額

３歳～小学６年生：
◉通院　500円／月（上限）
◉入院
【一　般】500円／日（月 7日限度）
【低所得】300円／日（月 7日限度）
中学生以上：
◉通院　500円／月（上限）
◉入院
【一　般】500円／日（月 20日限度）
【低所得】300円／日（月 20日限度）
※ 65歳以上の通院は無料
※「低所得」：市町村民税非課税世帯

３歳～中学３年生：
◉通院　500円／月（上限）
◉入院
【一　般】500円／日（月 7日限度）
【低所得】300円／日（月 7日限度）
高校生以上：
◉通院　500円／月（上限）
◉入院
【一　般】500円／日（月 20日限度）
【低所得】300円／日（月 20日限度）
※ 65歳以上の通院は無料
※「低所得」：市町村民税非課税世帯

精神入院
について

精神病床への入院に係る費用は、助成対
象外（ただし、３歳以上から小学６年生
までは助成対象）

精神病床への入院に係る費用は、助成対
象外（ただし、３歳以上から中学３年生
までは助成対象）

所得制限 ３歳～小学６年生：児童手当準拠
中学生以上：特別障害者手当準拠

３歳～中学３年生：児童手当準拠
高校生以上：特別障害者手当準拠

※表中の「小・中・高校生」は「相当年齢の人」と読み替えてください。

（
例
）20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
40
年
間付

加
保
険
料
を
納
め
た
場
合
、

２
０
０
円
×
４
８
０
月（
40
年
）＝
９
６
０
０
０
円（
年
額
）

が
付
加
年
金
額
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
毎
月
の
定
額
保
険
料
を
40
年
間
納
め
た
場
合
の
老
齢
基
礎

年
金
＝
７
８
１
７
０
０
円（
令
和
2
年
度
時
点
）

※
付
加
年
金
は
定
額
で
す
。
物
価
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
増
額
・
減

額
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
手
続
き
場
所

▽
市
役
所
本
庁 

健
康
づ
く
り
課 

国
保
年
金
係

▽
山
川
支
所 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

▽
高
田
支
所 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

▽
大
牟
田
年
金
事
務
所

■
注
意
点

❶
付
加
保
険
料
の
納
付
は
、申
出
月
か
ら
の
開
始
と
な
り
ま
す
。

❷
付
加
保
険
料
の
納
期
限
は
、
翌
月
末
日
で
す
。

❸
納
期
限
を
経
過
し
た
場
合
で
も
、
期
限
か
ら
2
年
間
は
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

❹
付
加
保
険
料
の
納
付
を
や
め
る
場
合
は
、
付
加
保
険
料
納

付
辞
退
申
出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

❺
国
民
年
金
基
金
加
入
者
や
免
除
該
当
者
は
、
付
加
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

みやま市国土強靭化地域計画（案）への意見を募集します

国
土
強
靭
化
基
本
法
に
基
づ
き
、
大
規
模
自
然
災
害

に
備
え
、
強
く
て
し
な
や
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
促
進
す
る
た
め
、「
み
や
ま
市
国
土
強

靭
化
地
域
計
画（
案
）」を
と
り
ま
と
め
、
市
民
の
み
な

さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
期
間

３
月
15
日
㈪
～
３
月
26
日
㈮

■
意
見
を
提
出
で
き
る
人

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

②
市
内
に
事
業
所
ま
た
は
事
務
所
を
有
す
る
個
人
お
よ

び
法
人
そ
の
他
の
団
体

③
市
内
に
通
勤
ま
た
は
通
学
し
て
い
る
人

④
市
に
対
し
て
納
税
義
務
を
有
す
る
人

⑤
こ
の
事
案
に
関
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
人

■
計
画
案
の
閲
覧
、
意
見
申
出
書
用
紙
の
配
布
場
所

〒
８
３
５
・
８
６
０
１

み
や
ま
市
瀬
高
町
小
川
５
番
地

み
や
ま
市
役
所　

総
務
課　

防
災
対
策
室

（
℡
６
４
・
１
５
０
２
）（
Fax
６
４
・
１
５
０
３
）

電
子
メ
ー
ル shom

u@
city.m

iyam
a.lg.jp

■
提
出
方
法

❶
直
接
提
出

❷
郵
送

❸
フ
ァ
ク
ス

❹
電
子
メ
ー
ル

※
閲
覧
お
よ
び
意
見
を
提
出
す
る
場
合
の
受
付
時
間

は
、
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時（
土
、
日
、
祝
日
を

除
く
）

■
意
見
の
公
表

提
出
さ
れ
た
意
見
と
、
そ
れ
に
対
す
る
市
の
考
え
方

を
ま
と
め
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表
し
ま
す
。
な

お
、
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

（パブリックコメント）
問 総務課 防災対策室（℡ 64-1502）


